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損益計算書

年 月 日から 年 月 日まで

（会社名）

Ⅰ．高速道路事業営業損益

１．営業収益

料金収入 ××

道路資産完成高 ××

受託業務収入 ××

その他の売上高 ×× ××

２．営業費用

道路資産賃借料 ××

道路資産完成原価 ××

管理費用 ××

受託業務費用 ×× ××

高速道路事業営業利益 （又は高速道路事業営業損失） ××

Ⅱ．（何）事業営業損益

１．営業収益

休憩所等事業収入 ××

駐車場事業収入 ××

受託業務収入 ××

営業雑収入 ××

・・・・・ ×× ××

２．営業費用

休憩所等事業費 ××

駐車場事業費 ××

受託業務費用 ××

営業雑費用 ××

・・・・・ ×× ××

（何）事業営業利益 （又は（何）事業営業損失） ××

全事業営業利益 （又は全事業営業損失） ××

Ⅲ．営業外収益

受取利息 ××

有価証券利息 ××

受取配当金 ××

有価証券売却益 ××

有価証券評価益 ××

物品売却益 ××

土地物件貸付料 ××

雑収入 ×× ××

Ⅳ．営業外費用
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支払利息 ××

社債利息 ××

株式交付費償却 ××

社債発行費償却 ××

創立費償却 ××

開業費償却 ××

開発費償却 ××

有価証券売却損 ××

有価証券評価損 ××

雑損失 ×× ××

経常利益 （又は経常損失） ××

Ⅴ．特別利益

固定資産売却益 ××

前期損益修正益 ××

その他特別利益 ×× ××

Ⅵ．特別損失

固定資産売却損 ××

固定資産除却費 ××

減損損失 ××

前期損益修正損 ××

臨時損失 ××

その他特別損失 ×× ××

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） ××

法人税、住民税及び事業税 ××

法人税等調整額 ×× ××

当期純利益（又は当期純損失） ××

備考

１ 高速道路事業以外の事業を兼営する場合には、（何）事業営業利益を主要な事業ごとに記載す

る。

２ 不動産業、物品販売業、製造工業等を兼営する場合には、当該兼業の営業利益について一般の

商工業の例にならって記載する。

３ 会社法第435条第２項の規定により作成する場合には、営業外収益、営業外費用、特別利益及び

特別損失の款を細分する科目をその性質を示す適当な名称を付した科目で記載することができる。


